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国税庁：消費貸借契約書に係る 

印紙税の非課税措置を公表！ 

 

 

 国税庁は、同庁ＨＰ上において、「消費貸借

契約書に係る印紙税の非課税措置」と題した

記事を掲載しております。 

 それによりますと、特定事業者に対して行う

一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書

のうち、２０２３年３月３１日までに作成されるも

のについて、印紙税が非課税となることの周

知を図っております。 

 

 特定事業者とは、新型コロナウイルス感染症

及びそのまん延防止のための措置によりその

経営に影響を受けた事業者をいい、例えば、

事業者又はその親族、従業員等が新型コロナ

ウイルス感染症に感染したことによる影響のほ

か、イベント開催又は外出等の自粛要請、入

国制限、賃料の支払猶予要請等の各種措置

による影響等により、収入の減少又は売掛債

権の固定化等その経営の状況が悪化した事

業者をいいます。 

 非課税措置の対象となる消費貸借契約書と

は、特定事業者に対して、公的貸付機関等又

は金融機関が他の金銭の貸付けの条件に比

べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに

際して、次の①から④までのすべての要件を

満たす金銭の貸付けに関して作成される消費

貸借契約書で、２０２３年３月３１日までに作成

されるものをいいます。 

 

 ①金銭の貸付けを受ける者が新型コロナウ

イルス感染症等により経営に影響を受けた事

業者であること 

②金銭の貸付けを行う者が、公的貸付機関等（地方

公共団体、政府系金融機関等）、金融機関（銀行、 

信用金庫、信用協同組合等の民間金融機関）である

こと 

③新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の

ための措置によりその経営に影響を受けたことを条件

として行う金銭の貸付けであること 

④他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条

件で行う金銭の貸付けであること 

 

 なお、印紙税が非課税となる消費貸借契約書につ

いて、既に印紙税を納付している場合には、「印紙税

過誤納確認申請書」を税務署に提出し、税務署長の

過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙

税額に相当する金額の還付を受けることができます。 

 できるだけ郵送での提出を要請しており、過誤納と

なった契約書等（原本）を提示又は過誤納となった 

事実を金融機関等が証明した書類（原本）も提出す

る必要がありますので、該当されます方は、あわせて

ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


